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 議題１．キャッシュレスデーについて【説明】（国税庁） 

 

 

議題２．体験コーナー（キャッシュレス納付（源泉所得税）のデモ操作

コーナー）について【説明】（国税庁） 

 

議題３．広報誌の紹介について【説明】（日本銀行） 

 

 

議題４．e-Tax、eLTAX に関する顧客からの声・要望の紹介について

【説明】（全国銀行協会） 

 

議題５．地方銀行におけるキャッシュレス納付推進の取組について 

【説明】（全国地方銀行協会） 

 

議題６．口座振替について【説明・意見交換】（総務省） 

 

 

（閉 会） 
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第２回 キャッシュレス納付推進協議会

資 料

一部抜粋



税務署におけるキャッシュレス推進デー
の試行の概要

国 税 庁

納税者サービスＰＴ

令 和 ７ 年 １ 月



☄ 例えば、特定の曜⽇（例︓⽉・⽔・⽊）、10⽇（源泉納付⽇）や⽉末、確定申告期間などの特定の⽇を「キャッシュレ
ス推進デー」と定め、この⽇については、通常⽇以上にキャッシュレス納付への利⽤勧奨に⼒を⼊れて、キャッシュレ
ス納付を知ってもらったり、利⽤していただく⽇です。

☄ 例えば、キャッシュレス納付を⾏うためのマニュアルを交付し、ご⾃分でキャッシュレス納付を⾏ってもらったり、お
持ちのスマートフォンなどを利⽤してキャッシュレス納付を⾏う際に職員がお⼿伝いすることで、実際にキャッシュレ
ス納付を体験していただきます。また、キャッシュレス納付を⾏えない⽅も、キャッシュレス納付を⾏うための事前の
⼿続をしてもらったり、税務署のパソコンを利⽤して、ダイレクト納付の疑似体験等を⾏ってもらいます。

☄ キャッシュレス推進デーは、納税者の理解が前提となる協⼒依頼ベースの取組であるため、キャッシュレス納付が⾏え
ない納税者や現⾦領収の要望がある納税者に対しては、これまでどおり税務署窓⼝における現⾦領収を実施します。

 国税庁では、「あらゆる税務⼿続が税務署に⾏かずにできる社会」の実現を⽬的に、令和７年４⽉以降、⼀部の署において、窓
⼝における現⾦領収事務を減らす取組を試⾏的に実施します。
 取組に当たっては、特定の⽇を「キャッシュレス推進デー」と定め、納税者をキャッシュレス納付に誘導し易い環境を作ること

で、キャッシュレス納付の増加を⽬指します。なお、キャッシュレス推進デーの設定⽇や取組内容は、試⾏する税務署に応じて
違います。
 国税のキャッシュレス納付とは、「ダイレクト納付（e-Taxによる⼝座振替）」、「インターネットバンキング」、「クレジッ

トカード納付」、「スマホアプリ納付（コード決済）」、「振替納税」を指します。

キャッシュレス推進デーの概要キャッシュレス推進デーの概要

キャッシュレス推進デーってどんな⽇なの︖

キャッシュレス推進デーは税務署での領収を⾏わないの︖

社会全体のデジタル化を推進し、キャッシュレス納付を普及させていくためには、国税当局だけでなく、地⽅公共団体、関
係⺠間団体及び⾦融機関の⽅々のご協⼒をいただきながら、地域全体で進めていく⽅がより効果がありますので、取組の実
施に当たっては、「国税・地⽅税キャッシュレス納付推進全国宣⾔」の下、協同でキャッシュレス納付の利⽤勧奨を実施し
ていただくなど、皆様におかれましても、キャッシュレス推進デーを盛り上げていただけるように、周知をお願いします。

国税庁e-Taxキ
ャラクター
イータ君

キャッシュレス推進デーには何をするの︖

１．キャッシュレス推進デーの試⾏について
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国税局 試⾏署 開始⽇ 取組内容

札 幌 国 税 局 札幌南署
江差署 令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇及び⽉末

・実施内容
①ポスター掲示による環境構築
②キャッシュレス納付に係るマニュアル交付
③スマホにおける納付操作の補助
④ダイレクト納付体験版PCによる疑似体験

仙 台 国 税 局 管轄全署（52署）
令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇
※センター化非対象

署については開始
⽇未定

・実施⽇
毎⽉８・９・10⽇頃
1⽉のみ追加で18・19⽇・20⽇頃

・実施内容
①源泉所得税の納税者を中心に、ダイレクト納付

利⽤届出書の提出しょうよう
②ダイレクト納付が利⽤可能な者には、その場で

のキャッシュレス納付の利⽤勧奨及び操作指導
③現⾦領収を希望する納税者に対しては、領収証

書発⾏までの待ち時間でデモ版による疑似体験

関東信越国税局 管轄全署（63署） 令 和 ７ 年 ５ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇・20⽇

・実施内容
①地⽅公共団体、関係⺠間団体及び⾦融機関と連

携した利⽤勧奨
②税務署において、来署した納税者に応じた納付

⼿段を案内
③税務署において、キャッシュレス納付に係る⼿

続のサポートや体験案内

２．キャッシュレス推進デーの試⾏署・開始時期・取組内容
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キャッシュレス推進デー試⾏署キャッシュレス推進デー試⾏署 ※令和７年１⽉22⽇時点



国税局 試⾏署 開始⽇ 取組内容

東 京 国 税 局
東京上野署

藤沢署
千葉東署

令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇及び⽉末

・実施内容
税務署において、職員がサポートしながら、納税
者のスマホを⽤いて徴収高計算書（又は納付情報
登録依頼）を送信後、キャッシュレス納付まで実
施

⾦ 沢 国 税 局 管轄全署（15署） 令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
試⾏署の実情に応じて設定

・実施内容
①各県（富⼭県、⽯川県、福井県）において⾦融

機関と共同で⽴ち上げた電⼦納税推進プロジェ
クトとして実施

②税務署において、のぼり旗を設置し視覚的に訴
えるほか、当該プロジェクトで作成した共通チ
ラシを活⽤し利⽤勧奨を実施

名 古 屋 国 税 局

名古屋中署
尾張瀬⼾署

刈谷署
津署

尾鷲署

（ 検 討 中 ）

・実施⽇
（検討中）

・実施内容
（検討中）

２．キャッシュレス推進デーの試⾏署・開始時期・取組内容
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キャッシュレス推進デー試⾏署キャッシュレス推進デー試⾏署 ※令和７年１⽉22⽇時点



国税局 試⾏署 開始⽇ 取組内容

大 阪 国 税 局 管轄全署（83署） 令和６年12⽉10⽇
か ら 順 次 開 始

・実施⽇
毎⽉10⽇、⽉末

・実施内容
大阪局管内の⾦融機関と協同で、専⽤のポス
ター・チラシを活⽤して、キャッシュレス納付に
係る利⽤勧奨を実施
※「キャッシュレス推進強化デー」として実施

広 島 国 税 局 管轄全署（50署） 令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇

・実施内容
⾦融機関と協⼒の上、源泉徴収義務者を中心に、
共通の広報資材を⽤いて、ダイレクト納付を中心
としたキャッシュレス納付の利⽤勧奨を実施

高 松 国 税 局
徳島県下６署

（徳島署、鳴門署、阿南署、
川島署、脇町署、池田署）

令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇

・実施内容
税務署及び⾦融機関において、源泉所得税に係る
キャッシュレス納付の体験及び広報・周知を実施
※⾦融機関については阿波銀⾏及び徳島大正銀⾏

へ令和７年２⽉に協⼒依頼予定

２．キャッシュレス推進デーの試⾏署・開始時期・取組内容

4

キャッシュレス推進デー試⾏署キャッシュレス推進デー試⾏署 ※令和７年１⽉22⽇時点



国税局 試⾏署 開始⽇ 取組内容

福 岡 国 税 局
佐賀県下５署

（伊万⾥署、唐津署、佐賀署、
武雄署、鳥栖署）

令和６年12⽉２⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇、⽉末

・実施内容
佐賀県内の⾦融機関と協同で実施
税務署においては、ポスターやのぼり旗で視覚的
に訴え、さらに窓⼝での領収時にもキャッシュレ
ス納付の利⽤勧奨を実施

熊 本 国 税 局
熊本⻄署
熊本東署
⿅児島署
指宿署

令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇、⽉末
※熊本東署のみ上記に加えて毎週⽔曜⽇

・実施内容
①⾦融機関又は地⽅公共団体と連携し、キャッ

シュレス納付の利⽤勧奨を実施
②税務署において、勧奨⽤リーフレットを交付し

納税者をキャッシュレス納付へ誘導

沖縄国税事務所 管轄全署（６署） 令 和 ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇

・実施⽇
毎⽉10⽇

・実施内容
税務署において、源泉所得税の納税のために来署
した納税者を対象に利⽤勧奨を実施するとともに、
ダイレクト納付の操作補助が必要な納税者に対し
ては、操作説明会を実施する
※４〜６⽉の説明会の状況を踏まえ、⾦融機関に

おいて操作説明会案内文を交付予定

２．キャッシュレス推進デーの試⾏署・開始時期・取組内容
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キャッシュレス推進デー試⾏署キャッシュレス推進デー試⾏署 ※令和７年１⽉22⽇時点



官 改 １ － 1 2 9 

徴 管 ２ － 5 8 6 

令和６年 12 月 26 日 

 

 

一般社団法人 

 全国銀行協会 御中 

 

国税庁            

デジタル化・業務改革室長  

管 理 運 営 課 長  

 

 

税務署における「キャッシュレス推進デー」の試行について（依頼） 

 

 

 平素から、税務行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 国税庁においては、政府の「デジタル社会実現に向けた重点計画」（令和６年６

月 21 日閣議決定）等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる

税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、

事務処理の電子化、キャッシュレス納付の推進等、国税に関する手続や業務の在

り方の抜本的な見直し（税務行政のＤＸ）を進めているところです。 

 このような中、令和６年５月 30 日(木)には、キャッシュレス納付の更なる推進

に向けた機運を高めるため、貴協会を含めた関係する 23 団体共同で「国税・地方

税キャッシュレス納付推進全国宣言」を行い、各団体が協力してキャッシュレス

納付の更なる推進に取り組んでいく認識を共有させていただきました。 

 国税のキャッシュレス納付の割合は、令和５年度で納付件数全体の 39％に達し

ており、令和８年度で 50％に達成するように目標値を見直しました。 

 国税庁においては、更なるキャッシュレス納付の推進に向けて、一部の税務署

において、令和６年 12 月以降、特定の日や曜日を「キャッシュレス推進デー」と

定め、税務署窓口で通常以上にキャッシュレス納付への利用勧奨に力を入れ、納

税者をキャッシュレス納付に誘導する取組を、試行的に実施していくこととして

おります（詳細は別添参照）。 

 本取組を進め、社会全体のキャッシュレス納付の利用を増加させていくために

は、国税当局単独で実施するより、周辺の地方公共団体、関係民間団体や金融機

関とも協力し、地域全体で進めていく方がより効果があります。本取組は納税者

を金融機関窓口へ誘導することを意図したものではありませんので、取組の実施

に当たって、御理解と御協力を賜るとともに、会員の方々に御周知いただくよう

お願い申し上げます。 

【連絡先】国税庁 企画課 納税者サービスＰＴ 

            運営担当 井上・溝端 

     電話：03(3581)4161 内線：3245 



区分 宛先 機関名

1 1 行政機関等 総務省 総務省　

1 関係民間団体等 日本税理士会連合会 日本税理士会連合会

2 関係民間団体等 全国納税貯蓄組合連合会 全国納税貯蓄組合連合会

1 金融機関等 日本銀行 日本銀行

2 金融機関等 全国銀行協会 一般社団法人　全国銀行協会

3 金融機関等 全国地方銀行協会 一般社団法人　全国地方銀行協会

4 金融機関等 第二地方銀行協会 一般社団法人　第二地方銀行協会

5 金融機関等 全国信用金庫協会 一般社団法人　全国信用金庫協会

6 金融機関等 全国信用組合中央協会 一般社団法人　全国信用組合中央協会

7 金融機関等 労働金庫連合会 労働金庫連合会

8 金融機関等 農林中央金庫 農林中央金庫

9 金融機関等 ゆうちょ銀行 株式会社ゆうちょ銀行

1 コンビニエンスストア セブンイレブン 株式会社セブン-イレブン・ジャパン

2 コンビニエンスストア ローソン 株式会社ローソン

3 コンビニエンスストア ファミリーマート 株式会社ファミリーマート

4 コンビニエンスストア セイコーマート 株式会社セイコーマート

「キャッシュレス推進デー」の試行に係る協力依頼文送付先一覧

№

2

3

4







体験コーナー（キャッシュレス納付
（源泉所得税）のデモ操作

コーナー）について

202５年１月

国税庁管理運営課

国税庁



□ 体験コーナーの概要

○ 概要

徴収高計算書の特に利用頻度の高い３手続（給与一般・給与納期特例・報酬）につい
て、e-Tax（WEB版）と同様の操作画面を用いて、徴収高計算書の作成・送信・納付
（納付完了通知）までの一連の流れを体験することができるOAツール。

令和７年３月にe-Taxホームページへ設置予定。また、ダウンロードすることでオフラ
インでも利用可能となる見込み（パソコンのみ）。

体験コーナーを活用した体験型の利用勧奨が可能。

1

①ログイン ②「申請書・納付書の作成」
を選択

④税務署の選択 ⑤徴収高計算書の作成

⑥送信
※⾃動ダイレクトの
選択も可能

⑦即時通知の確認 ⑧受信通知（納付区分
番号通知）の確認

⑨納付⼿段の選択
（ダイレクト納付
or インターネットバンキング）

⑩受信通知(納付完
了通知)の確認

⼀連の流れ

③徴収高計算書の選択

【終了】



□ 体験型利用勧奨のイメージ

2

（局署・⾦融機関・税理⼠）
・事前に操作を体験・理解し
た上で利⽤勧奨
・PRするメリットや利便性は
利⽤者の⽬線で説明できる

（勧奨先）
・実際の操作を体験することで利
便性を実感
・操作を体験することで実利⽤に
繋がりやすい
・パソコンなどに体験コーナーの
画面を表示させ、確認しながら、
実際の納付を⾏うことも可能

（体験型）

OJT類似の
きめ細やかな利⽤勧奨

税務署

⾦融機関・税理⼠

納税者リーフレット 操作マニュアル

便利ですよ︕

簡単ですよ︕

ＰＲフレーズ

（従来型）

（利⽤勧奨上の課題）
・税務署職員や税理⼠も、実際のキャッシュレス納付は未経験
・PRするメリットや利便性はマニュアルベースになりがち
・実操作に関する質問への対応は難しい
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て
い
ま
す
。
そ
の
規
模
は
、
国
か
ら

個
人
・
企
業
へ
の
支
払
い
は
約
三
・
七
億
件
、
個

人
・
企
業
か
ら
国
へ
の
受
入
れ
は
約
一
・
三
億
件

と
膨
大
で
す
（
二
〇
二
三
年
度
実
績
）。

　
そ
の
取
り
扱
い
は
、
か
つ
て
は
日
本
銀
行
の

本
支
店
や
代
理
店
と
な
る
金
融
機
関
の
窓
口
で

現
金
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
〇

年
に
国
庫
金
事
務
の
電
子
化
に
着
手
し
、

二
〇
〇
四
年
に
は
国
税
や
国
民
年
金
保
険
料
の

日
本
銀
行
業
務
局

　
総
務
課
国
庫
業
務
企
画
グ
ル
ー
プ
の
仕
事

　
所
得
税
や
消
費
税
、
年
金
保
険
料
と
い
っ
た
「
国
庫
金
」
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
が
進
ん
で
い

ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
書
類
の
削
減
な
ど
社
会
的
コ
ス
ト
を
減
ら
し
て
い
け
る
こ
と
か
ら
、
日
本
銀

行
で
は
、
国
税
庁
な
ど
の
官
庁
や
自
治
体
、
金
融
機
関
と
連
携
し
て
、
さ
ら
な
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
比
率
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
二
四
年
五
月
に
は
「
国
税
・
地
方
税

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
推
進
全
国
宣
言
」
も
行
い
、
納
付
者
・
関
係
者
に
向
け
て
そ
の
意
義
や
利
便

性
の
ア
ピ
ー
ル
も
し
ま
し
た
。
そ
の
推
進
に
取
り
組
む
業
務
局
総
務
課
国
庫
業
務
企
画
グ
ル
ー
プ
の

活
動
や
職
員
の
思
い
を
紹
介
し
ま
す
。

国
庫
金
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
と

「
推
進
宣
言
」

キャ ッ シュ レス納付のメ リ ッ ト

電
子
納
付
が
実
現
し
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
等
で
利

用
で
き
るP

ペ

イ

ジ

ー

ay
-easy

と
呼
ば
れ
る
決
済
サ
ー
ビ

ス
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
決
済
ア
プ
リ
で
の
支
払
い
（P

ay

払
い
）

な
ど
納
付
手
段
の
選
択
肢
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
着
実
な
取
り
組
み
の
結
果
、

二
〇
二
三
年
度
で
は
国
庫
金
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
納
付
比
率
は
六
八
・
二
％
に
ま
で
な
り
ま
し

た
。
た
だ
し
、
国
税
に
限
定
す
る
と
そ
の
比
率

は
三
九
％
に
と
ど
ま
る
な
ど
課
題
も
見
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
交
通
反
則
金
も
、
依
然
現
金
納

付
が
中
心
で
す
。

電子収納比率

（ 注） 電子納付比率＝「 電子納付」 ／「 国庫金受入」

　 　  キャ ッ シュレス納付比率＝（「 電子納付」 ＋「 口座振替」） ／「 国庫金受入」

◆4 8
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官
庁
や
金
融
機
関
と
の
白
熱
し
た
議
論
が
あ
っ

た
と
い
い
ま
す
。
担
当
し
た
国
庫
業
務
企
画
グ

ル
ー
プ
企
画
役
の
黒
岡
映
美
さ
ん
は
、
こ
う
振

り
返
り
ま
す
。

　「『
宣
言
』
と
合
わ
せ
て
、
六
〇
ペ
ー
ジ
に
及

ぶ
『
国
税
・
地
方
税
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

共
同
レ
ポ
ー
ト
』
も
作
成
し
た
の
で
す
が
、
ど

こ
ま
で
専
門
的
に
掘
り
下
げ
る
か
、
個
別
の
取

り
組
み
を
紹
介
す
る
か
で
、
か
な
り
熱
い
議
論

に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
中
で
、日
本
銀
行
は
、

官
庁
で
も
一
般
の
金
融
機
関
で
も
な
い
中
立
し

た
立
場
と
し
て
、
一
定
の
調
整
役
を
担
え
た
と

思
い
ま
す
」

　
宣
言
で
は
、「
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推

進
は
私
た
ち
に
と
っ
て
共
通
の
課
題
」
と
明
示

し
た
う
え
で
、「
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
実
現
」
と
謳う

た

い
ま
し
た
。

こ
の
点
を
黒
岡
さ
ん
は
「
単
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
納
付
比
率
を
上
げ
る
だ
け
な
ら
、
書
面
で
の

納
付
を
取
り
や
め
る
な
ど
方
法
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
は
せ
ず
に
、『
便
利
だ
か
ら
選
ん

で
ほ
し
い
』
と
呼
び
か
け
て
い
く
の
が
私
た
ち

の
基
本
姿
勢
で
す
。
そ
れ
が
こ
の
部
分
に
表
れ

て
い
る
と
感
じ
ま
す
」
と
評
し
て
い
ま
す
。

　
宣
言
を
発
す
る
に
当
た
っ
て
は
、「
宣
言
式
」

も
行
い
ま
し
た
。
二
三
の
団
体
の
代
表
者
か
ら

な
る
共
同
宣
言
者
の
ほ
か
、
各
団
体
の
随
行
者

約
五
〇
人
、
さ
ら
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
新
聞
社
、
税

　「
現
金
納
付
の
場
合
、
金
融
機
関
窓
口
に
提
出

さ
れ
た
納
付
書
が
ま
と
め
て
日
本
銀
行
に
輸
送

さ
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
当
行
の
専
用
の
Ｏ
Ｃ

Ｒ
（
光
学
文
字
認
識
）
で
読
み
取
り
、
デ
ー
タ

化
し
て
官
庁
と
共
有
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
間

に
か
か
る
社
会
的
コ
ス
ト
は
無
視
で
き
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
輸
送
費
、
紙
の
納
付
書
の

製
造
費
、
仕
分
け
や
読
み
取
り
に
か
か
る
労
力
、

何
よ
り
、
納
付
者
ご
自
身
の
移
動
の
手
間
や
銀

行
で
の
待
ち
時
間
な
ど
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納

付
な
ら
カ
ッ
ト
で
き
る
コ
ス
ト
が
多
大
で
す
」

　
と
話
す
の
は
、
同
グ
ル
ー
プ
長
で
企
画
役
の

大
竹
真
さ
ん
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
国
庫
金
で

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、

「
い
か
に
知
っ
て
い
た
だ
く
か
が
大
事
で
す
」
と

話
し
ま
す
。

全
国
宣
言
で
納
付
者
に
ア
ピ
ー
ル

　
多
く
の
納
付
者
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の

利
便
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
―
―
そ
の
思
い
が

結
実
し
た
も
の
に
、今
年
五
月
三
十
日
の
「
国
税
・

地
方
税
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
推
進
全
国
宣
言
」

が
あ
り
ま
す
。
国
税
庁
、
総
務
省
、
金
融
庁
、

地
方
税
共
同
機
構
、
全
国
銀
行
協
会
、
全
国
地

方
銀
行
協
会
な
ど
と
共
に
こ
の
宣
言
を
発
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
日
本
銀
行
も
大
き
く
貢
献
し

ま
し
た
。

　
一
年
半
を
か
け
た
準
備
の
過
程
で
は
、
他
の

関
係
の
専
門
誌
な
ど
一
三
の
メ
デ
ィ
ア
が
詰
め

か
け
、
そ
の
模
様
が
全
国
的
に
報
じ
ら
れ
ま
し

た
。
式
典
に
は
、
日
本
銀
行
か
ら
は
貝
塚
正
彰

理
事
が
出
席
し
、「
宣
言
を
機
に
、
よ
り
一
層
、

行
政
や
金
融
機
関
、
関
係
団
体
の
連
携
を
深
め
、

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
」

と
挨
拶
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
精
力
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
金
融
機
関
と
し
て
、
り
そ
な

銀
行
、
埼
玉
り
そ
な
銀
行
、
北
國
銀
行
の
三
行

に
国
税
庁
長
官
か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
、
今

後
の
連
携
の
ベ
ー
ス
と
な
る
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

上／「 国税・ 地方税キャ ッ シュ レ ス納付推進全国宣言」 に携

わるメ ンバー

左／「 国税・ 地方税キャ ッ シュ レ ス納付推進全国宣言式」 を

開催
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ン
テ
ン
ツ
の
整
理
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

　「
知
る
こ
と
か
ら
興
味
が
広
が
る
の
で
、
情
報

提
供
が
重
要
で
す
。
共
同
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
関

係
者
が
読
む
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
も
、『
そ
も
そ

も
日
本
銀
行
の
役
割
っ
て
何
？
』
と
い
う
一
般

の
方
に
向
け
た
基
本
の
部
分
も
盛
り
込
み
ま
し

た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
同
様
で
、
図
表
を
使
う

な
ど
し
て
、
分
か
り
や
す
く
整
理
し
た
つ
も
り

で
す
」

地
域
で
進
む
「
宣
言
」
と
連
携

　
宣
言
に
象
徴
さ
れ
る
関
係
機
関
の
連
携
は
、

全
国
規
模
の
も
の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地

域
レ
ベ
ル
で
も
、
各
地
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
連
携
の
一
つ
に
、
東
京
国
税
局
や
東
京

都
、
神
奈
川
県
、
千
葉
県
、
山
梨
県
な
ど
が
参

加
す
る
「
東
京
国
税
局
管
内
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
推
進
協
議
会
」
が
あ
り
ま
す
。
全
国
に
先

駆
け
て
二
〇
二
〇
年
に
発
足
し
、
翌
二
〇
二
一

年
に
は
、
金
融
機
関
な
ど
計
一
二
六
団
体
が
参

加
し
て
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
共
同
推
進

宣
言
」
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
国
税
・

地
方
税
共
通
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
や
合
同

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
を
実
施
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
協
議
会
お
よ
び
宣
言
に
、
日
本
銀
行
本

店
も
当
初
か
ら
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
研
修
資

料
の
作
成
な
ど
で
は
、
国
庫
金
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
の
状
況
を
提
示
す
る
な
ど
、
日
本
銀

ス
納
付
推
進
協
議
会
」
の
発
足
も
発
表
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
第
一
回
会
合
は
宣
言
か
ら
四
カ
月
後

に
開
か
れ
て
お
り
、
協
働
が
継
続
し
て
い
ま
す
。

　「
国
民
生
活
を
支
え
る
た
め
に
普
段
は
黒
子
に

徹
し
て
い
る
関
係
者
た
ち
が
、
こ
の
宣
言
に
お

い
て
は
『
自
分
た
ち
が
社
会
を
変
え
て
い
く
ん

だ
』
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
、
よ
り
意
欲
的
に

取
り
組
ん
だ
よ
う
に
思
い
ま
す
」

　
と
振
り
返
る
の
は
、
当
時
、
関
係
者
と
交
渉
し
、

「
共
同
レ
ポ
ー
ト
」
の
草
稿
を
書
く
な
ど
実
務
を

担
っ
た
営
業
・
国
債
業
務
企
画
グ
ル
ー
プ
の
今

井
英
晴
さ
ん
で
す
。
日
本
銀
行
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
に
あ
る
「
国
庫
金
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
」
の
コ

行
だ
か
ら
で
き
る
貢
献
を
し
て
き
て
い
ま
す
。

　「
納
付
を
直
接
受
け
る
の
は
地
域
の
金
融
機

関
や
税
務
署
な
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
官

庁
・
関
係
機
関
が
一
体
に
な
っ
て
主
体
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
先
行
し
て

取
り
組
ん
だ
東
京
国
税
局
管
内
は
全
国
的
に
見

て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
比
率
が
高
く
な
っ
て

お
り
、
こ
う
し
た
成
果
が
、
全
国
各
地
で
の
宣

言
の
広
が
り
や
全
国
宣
言
に
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
も
の
と
思
い
ま
す
」

　
そ
う
話
す
の
は
、
地
域
連
携
を
担
当
す
る
国

庫
業
務
企
画
グ
ル
ー
プ
の
杉
浦
直
希
さ
ん
で
す
。

協
議
会
で
明
確
に
な
っ
た
課
題
に
は
税
理
士
へ

の
働
き
か
け
な
ど
が
あ
り
、
現
在
検
討
さ
れ
て

い
る
税
理
士
向
け
の
研
修
に
つ
い
て
は
こ
う
説

明
し
ま
す
。

　「
国
税
で
の
電
子
申
告
比
率
は
約
七
割
に
達
す

る
の
で
す
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
比
率
は

四
割
弱
と
な
っ
て
お
り
、
申
告
と
納
付
で
デ
ジ

タ
ル
化
の
進
展
度
合
い
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
見
ら
れ

ま
す
。
そ
の
理
由
は
、『
申
告
は
税
務
の
専
門

知
識
を
有
す
る
税
理
士
が
担
い
、
納
付
は
企
業

の
担
当
が
担
う
』
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と

に
あ
る
よ
う
で
す
。
企
業
の
担
当
の
方
は
、
他

の
用
件
と
併
せ
て
銀
行
窓
口
を
訪
れ
た
際
に
納

付
を
済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
が
進
み
に
く
い
状
況
で
す
。
こ

れ
を
受
け
て
、e

-T
ax

を
使
っ
て
電
子
申
告
し

宣言式で挨拶を行う

貝塚正彰理事

宣言式には 23 団体の代表者が出席
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て
い
る
税
理
士
に
納
付
ま
で
し
て
も
ら
え
る
よ

う
、
今
年
四
月
か
ら
、
国
税
の
申
告
デ
ー
タ
送

信
時
に
必
要
事
項
に
チ
ェ
ッ
ク
を
付
す
だ
け
で
、

法
定
納
付
期
限
当
日
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

が
可
能
と
な
る
自
動
ダ
イ
レ
ク
ト
機
能
が
追
加

さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
機
能
改
善
も
踏
ま
え
、

税
理
士
へ
の
働
き
か
け
を
通
し
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
比
率
の
向
上
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
ま
す
」

　
こ
の
よ
う
な
地
域
と
密
接
に
関
わ
る
活
動
に

お
い
て
は
、
各
支
店
も
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。
そ
の
実
情
を
紹
介
す
る
の
は
、

同
グ
ル
ー
プ
副
長
で
企
画
役
補
佐
の
羽
柴
慎
太

郎
さ
ん
で
す
。

　「
国
税
局
等
と
連
携
の
う
え
、『
宣
言
』
を
す

る
地
域
も
あ
れ
ば
、
支
店
長
な
ど
が
直
接
金
融

機
関
と
意
見
交
換
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
取

り
組
み
は
多
種
多
様
で
す
。
た
だ
、
日
本
銀
行

か
ら
情
報
提
供
を
し
て
い
く
と
い
う
役
割
は
ど

こ
も
同
じ
で
す
。
日
本
銀
行
で
は
年
に
一
回
、

全
国
の
金
融
機
関
の
協
力
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
っ
て
お
り
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
を
推
進
す

る
た
め
の
具
体
的
な
施
策

や
課
題
な
ど
を
ま
と
め
て

い
ま
す
。
支
店
を
通
し
て

こ
う
し
た
デ
ー
タ
を
全
国

の
現
場
に
提
供
し
、
推
進

の
材
料
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」

　
な
お
、
日
本
銀
行
の
本
支
店
が
連
携
す
る
各

地
域
の
国
税
局
等
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
の
推
進
に
向
け
て
ユ
ニ
ー
ク
な

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

▼
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
漫
画
を
掲
載
（
関
東
信
越

国
税
局
）、
▼
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
推
進
大
使

（
浦
和
税
務
署
）、
▼
商
品
券
が
当
た
る
口
座
振

替
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
（
沖
縄
国
税
事
務
所
）

な
ど
が
あ
り
、
各
地
で
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い

ま
す
。

一
度
試
せ
ば
、 

便
利
さ
が
実
感
で
き
る
は
ず

　
こ
の
数
年
で
デ
ジ
タ
ル
化
が
急
速
に
進
ん
で

お
り
、
国
で
は
、
二
〇
二
一
年
に
デ
ジ
タ
ル
庁

発
足
、
二
〇
二
二
年
に
通
称
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
法
」
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
そ

う
し
た
中
で
日
本
銀
行
で
は
、
関
係
省
庁
と
足

並
み
を
そ
ろ
え
な
が
ら
Ｄ
Ｘ
を
進
め
て
い
ま
す
。

そ
の
一
環
と
な
る
国
庫
金
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

納
付
推
進
は
、
ま
さ
に
喫
緊
の
重
要
課
題
で
す
。

　
そ
れ
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
「
全
国
宣
言

は
一
つ
の
区
切
り
に
な
る
」
と
語
る
の
は
、
国

庫
金
業
務
を
束
ね
る
立
場
に
い
る
業
務
局
参
事

役
の
髙
野
裕
幸
さ
ん
で
す
。
実
は
前
任
の
熊
本

支
店
長
の
時
に
熊
本
地
域
の
宣
言
に
関
わ
っ
た

経
験
が
あ
り
、
現
場
で
の
実
感
か
ら
も
、
そ
の

意
義
を
こ
う
説
明
し
ま
す
。

　「
全
国
宣
言
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
行
政
や
金
融

機
関
、
関
係
団
体
な
ど
関
係
者
の
意
識
が
そ
ろ
っ

た
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
で
す
。
ま
た
、

納
付
者
に
直
接
働
き
か
け
る
う
え
で
も
、
宣
言

が
あ
る
と
話
の
き
っ
か
け
を
作
り
や
す
く
な
り

ま
す
。
今
後
、
よ
り
一
層
銀
行
窓
口
な
ど
で
の

Ｐ
Ｒ
活
動
が
進
む
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

　
最
後
に
髙
野
さ
ん
は
、
納
付
者
に
向
け
て
こ

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　「
試
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
利
便
性
を
感
じ
て
い

た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、『
い
つ
で
も
・

ど
こ
で
も
・
便
利
な
』
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
」

（
肩
書
な
ど
は
二
〇
二
四
年
七
月
中
旬
時
点
の
情
報
を
も
と

に
記
載
）

 

国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言 
 

社会全体のデジタル化は、国民生活の利便性を向上させ、官民の業務の効率化や

生産性の向上に資するものであり、その推進は、私たちにとって共通の課題です。 

これまで、国税当局、地方税当局及び関係団体においては、キャッシュレス納付

の利便性向上と普及促進に向けて、様々な取組を進めてまいりました。また、金融

界においても、税・公金収納の効率化・電子化に向けて、様々な関係者に働きかけ

を行ってまいりました。 

こうした取組のもと、キャッシュレス納付の利用割合については、年々上昇傾向にあり

ますが、未だ普及の余地が大きい状況にもあります。 

より多くの方々がキャッシュレス納付の恩恵を享受し、誰一人取り残されることの

ないデジタル社会を実現できるよう、また、事業者の業務のデジタル化など社会全体の

デジタル化が実現できるよう、私たちが一層連携し、協力して取り組んでいくことが重

要であると認識しています。 

私たちは、こうした共通認識のもと、キャッシュレス納付の一層の普及に向けて、共

同して推進していくことを宣言します。 
 

令和６年５月 30 日                      

[共同宣言者] 

日 本 銀 行  日 本 税 理 士 会 連 合 会 

一 般 社 団 法 人 全 国 銀 行 協 会  一般社団法人全国青色申告会総連合 

一 般 社 団 法 人 全 国 地 方 銀 行 協 会  公 益 財 団 法 人 全 国 法 人 会 総 連 合 

一 般 社 団 法 人 第 二 地 方 銀 行 協 会  全 国 間 税 会 総 連 合 会 

一 般 社 団 法 人 全 国 信 用 金 庫 協 会  全 国 納 税 貯 蓄 組 合 連 合 会 

一般社団法人全国信用組合中央協会  公 益 財 団 法 人 納 税 協 会 連 合 会 

一 般 社 団 法 人 全 国 労 働 金 庫 協 会  全 国 知 事 会 

農 林 中 央 金 庫  全 国 市 長 会 

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会  全 国 町 村 会 

日 本 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク 運 営 機 構  地 方 税 共 同 機 構 

金 融 庁  総 務 省 

  国 税 庁 

 

宣言式で金融機関の取り 組み

を紹介する髙野裕幸参事役

国税・ 地方税キャッ シュレス納付推進全国宣言書
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Introduction
税・公金 のキャ ッ シュ レ ス納付は、納付者・金 融機関・行 政機関にと っ て三方 良しの取組みであ
り、深刻化する人 手 不足 への対応、生産性向上に資するものである。
近年、地方 銀行 が中核と なり 、地域の関係者と連携・協調して、キャッシュレス納付の普及活動
を強く推進する事例が増えてきており、本レポートでは、会員銀行 へのアン ケート で寄せら れた
好事例を紹介する。

北陸３ 県における電子 納税推進プロジェ ク ト 12
 Chapter３．

山 梨県下一 ⻫ 納付書レス・ キャ ッ シュ レス納付推進プロジェ ク ト 2024 ９

 Chapter０ ． 地方 銀行 におけるキャ ッ シュ レス納付推進の事例

〜「 地方 公金 の電子 納付等の推進に関する全行 アンケート 」 結果より 〜 2
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当協会は、 例年、 地方 銀行 における地方 公金 の電子 納付等の推進に向けた取組みを支 援するため、 標記アン ケート を 実施。
税・ 公金 収納の電子 化の推進については、 以下のよ う な取組事例が寄せら れた。（※以下、同アンケートより主なものを抜粋）

事例 取組内容 成果等

地方税ダイレクト納
付（eLTax）の推
進

• 営業店での勉強会開催等により地方税ダイレクト納付（eLTax）
の推進の有効性を情宣。・本部行 員による支 援（本部事務部門に
効率化推進の特命チームを配員し営業店の取組を支 援）。

• eLTax自振登録先件数 2023年度上期 190先
〃 下期 359件

自 行 開発アプリを使
用した「スマホ納税キ
ャンペーン」の実施

• 自 動車 税納付時期に併せてキャンペーンを実施。
• キャンペーン期間中に自 行 開発アプリで税・公金 を支 払った顧客の中
から抽選で200名に現金 10,000円をプレゼント。

• アプリ納付件数／窓⼝収納＋アプリ納付計＝4.6％（2023年度）｡
• 行 内全体の窓口 収納件数の減少率8.9％に寄与。
• 2024年度も４ 月 〜７ 月 同様のキャンペーンを実施（新たに県が発
送する⾃動⾞税の納付書の封筒にキャンペーン広告を掲載）。

⼝座振替等推進 • 納付書収納有料化交渉にあたり、納付書の削減に向け、地公体と
連携して口座振替推進を開始。

• 店頭等においてでの⼝座振替・キャッシュレス納税推進。
• 派出来店者に⼝座振替を啓発するため、各地公体に対し派出窓口
における口座振替案内を提案。地公体の了解のもと、派出窓口で
口座振替チラシを配布。

• 地方税のキャッシュレス（⼝座振替・e-tax、eLTAX 等）納付割合4
4.2％（前年比 +2.8P）に向上。

地域電子納税推進
プロジェクト
Chapter１
かながわ電子納税プ
ロジェクト

• 県内の⾦融機関、地公体、経済団体等159団体が連携し、eLT
AXをはじめとする電子納税を普及促進するため開始。

• 法人・個人事業主を対象としたセミナー、キャンペーンの実施。
• eLTAX利用 促進に関する各種啓蒙ツール作成。

• eLTAXを利用 するためダイレクト方 式で当行 口 座を指定した2024年
度の件数（2024年５ 月 末時点）は、昨年度比 で約165％。

県内の多くの関係者
を巻き込んだキャッシ
ュレス納付推進プロ
ジェクトの実施
Chapter２
⼭梨県下⼀⻫納付
書レス・キャッシュレス
納付推進プロジェクト
2024

• 県内に本⽀店を置く⾦融機関および県・県内市町村の他、県内税
務署、各種経済団体に対し、本プロジェクトの目的を説明し、納付
書レス・キャッシュレス納付チャネルの推進、期限内納付啓蒙ＣＭ放
映、納税者への帯同訪問等を実施。

• 電子 納付利用 件数・先数およびコンビニ収納サービス（含むスマホ収
納）いずれも利用 件数増加。

• 特にコンビニ収納サービス利用 件数は対前年比 286千件増加。

地⽅銀⾏におけるキャッシュレス納付推進の事例
〜「地⽅公⾦の電⼦納付等の推進に関する全⾏アンケート」結果より〜Chapter.０
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次頁 以降では、 上記事例のう ち、 県域を跨いだ広域での連携事例、 地公体、 税務署、 経済団体など多く の関係者を巻き 込
んだ事例など、 特徴的な好事例（ 赤 枠の事例） について、 詳細を 紹介する。

事例 取組内容 成果等

広域でのキャッシュレ
ス納付推進プロジェ
クトの実施
Chapter３
北陸３県における電
子納税推進プロジェ
クト

• 地域内の参加団体が一体となり電子納税を推進することで、地域全体の電子納
税普及を目指した。

• 個別の自治体、金 融機関単独での電子 納税推進には限界があることから、県単
位から、地域単位に拡大してプロジェクト活動を実施。

• 同様のプロジェクトを北陸３県で同時期に実施し、北陸
地域全体でプロジェクトの実効性を高めた。

印鑑レス⼝座振替
受付および依頼書
の共通化に向けた
検討

• 「⼝座振替」を電子納付の重点項目の一つと定め、県内全地公体および⾦融
機関等が参加する「税公⾦等電子納付推進研究会」において、印鑑レス口座
振替の検討を開始。

• 地公体および⾦融機関に対してアンケートを実施し、課題を洗い出したうえで、
検討を進めた。

• 研究会全体で検討は進めるものの、開始時期はそれぞれの事情に合わせて対応
できるように開始時期に応じてグループ分けを実施。詳細は分科会で検討すること
で、スピーディな意思決定を促すとともに、検討内容を他グループにも共有。

• 2024年４ 月 より６ 自 体、４ 金 融機関が取り扱いを開
始。

• 2024年９ 月 までに５ 地公体、５ 金 融機関の追加参加
を予定。

税務署職員との同
行 訪問によるキャッ
シュレス納付「導入
サポート」の実施

• 県内税務署、法⼈会、税理⼠会及び県内⾦融機関等で「キャッシュレス納付
推進協議会」を⽴ち上げ。協議会において、納付者にとってキャッシュレス納付（
e-Tax、eLTAX）開始の手続きがハードルになっているという課題が抽出された。

• 県内金 融機関の営業店において、キャッシュレス納付の提案を行 う際に、税務署
職員の具体的なサポートの意向確認を⾏い、希望先に対して税務署職員が訪
問のうえ、具体的なパソコンの操作等の導⼊⼿続きのサポートを⾏った。

• 2023年度は、20件の導入サポートを実施し、12件の導
入に至っている。

バーコード付納付書
のATMでの納付

• ATMにスマホ決済サービス機能を実装することでスマホ同様の収納を可能とした。 • 2024年5⽉末時点で1,787件のバーコード付納付書を
ATMで納付。

「県・税公金 キャッシ
ュレス納付推進プロ
ジェクト」の施策実
行

• 県内の全体としての取組みとして実効性を高めるために、国税局、税務署、財務
事務所等の協⼒を得て幅広く各種団体へのキャッシュレス納付推進を図った。

• 共同でリーフレットを作成、各団体から配布し、周知を図った。

• 各地公体より令和5年度のキャッレス納付比 率の目 標を
提出してもらい集計。

• 実績速報値ではほぼ全ての地公体で目標を達成。

地⽅銀⾏におけるキャッシュレス納付推進の事例
〜「地⽅公⾦の電⼦納付等の推進に関する全⾏アンケート」結果より〜Chapter.０
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○ eLTAX、e-Tax関連セミナーの開催には特に注⼒
2023年度は13回、2024年度は12回にも及ぶセミナーを開催。神奈川県内の事業者（参加者計787
名）に対し、eLTaxやe-Taxの活用 方 法等を説明し 、 キャ ッ シュ レス納付が事務効率化、 コ スト 削減
に繋がることをアピール。

Chapter.１ かながわ電⼦納税推進プロジェクト

○ 横浜銀⾏は、2023年度から 、 金 融機関・ 行 政機関等・ 経済界・ 税理士 団体が一 体と なっ て県内の電
子 申告・ キャ ッ シュ レス納付の利用 促進を図るため、 かながわ電子 納税推進プロジェ ク ト （ 県内全
地公体を含む関係者159団体が参加）を発足。
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Chapter.１

○ ⾏内にとどまらないノウハウ共有を推進
・ 横浜銀行 は、 eLTAXの操作マニュアルを作成、ホワイトラベル化してプロジェクト参加団体に共有。

参加団体の会員事業者や取引先に配布することでeLTAXの利用 を促進。
・ 同行 は、 行 内向けの研修資料もホワイトラベル化してプロジェクト参加⾦融機関に共有。
自 行 以外の金 融機関の意識醸成にも 努めた。

▲eLTAX操作マニュアルの一部 ▲金融機関職員向けの研修資料の一部

かながわ電⼦納税推進プロジェクト

○ 事業者のeLTAX導入の動機付けのため、独自キャンペーンを実施
・ 横浜銀行 は、 eLTAXダイレクト納付⼝座を登録した法人・個人事業主

に抽選で「神奈川県の特産品」が当たるキャンペーンを実施。
・2024年4月 〜６ 月 横浜銀行 において実施

→口 座登録件数が前年同月 比 約7割増加。
・2025年１ 月 〜 本プロジェクト参加の11⾦融機関

にて順次実施予定。

▲2024年4月実施の同キャンペーンリーフレット

【プロジェクト参加⾦融機関の取り組み】
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Chapter.１

 税務署
〇eLTAX・e-Taxの利⽤勧奨を⾏う「スマート納税チャレンジ」の実施

・ 国税の「 源泉所得税」 、 地方 税の「 個人 住⺠ 税（ 特徴分） 」 の納期限前の約１ 週間、
各金 融機関の窓口 で現金 納付を行 う 納税者（ 法人 ・ 個人 事業主） に対し て「 ダイ
レク ト 納付」 の利用 勧奨を行 う も の。

・ 各金 融機関、 県内税務署と 協力 し て実施。
・ 期間2024年12⽉および2025年１ 月 の納期限前５ 営業日

 法人会
〇「神奈川県横断 税務広報」の実施

・11⽉11⽇から11⽉17⽇までの「税を考える週間」に合わせ、小田原駅・新横浜駅
・ 武蔵小 杉駅にて電子 納税の利便性等について街頭広報を実施。
・岐阜県、愛知県、静岡県の法人会でも同様の取組を実施しており、東海からリレー

形式で実施。

 税理⼠会
〇「税理⼠業務のデジタルフォーラム」の実施

・2024年12⽉10⽇、会員向けに会計ソフトベンダーやデジタルツール提供企業の展
示 会と 、 税理士 業務のデジタ ル化・ DX化について等のセミナーを実施。

・11⽉15日 、 会員向けに電子 納税の利用 について研修を実施。
・2024年１ 月 より 、 「 会員向けデジタ ル相談室」 を開室し 、 eLTAXやe-Taxの利用 方

法等についても随時相談が受け付けられるようにした。

かながわ電⼦納税推進プロジェクト

【⾦融機関以外のプロジェクト参加者の取り組み】
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Chapter.１

・2024年３ 月 末における神奈川県全体の個人 住⺠ 税特別徴収分におけるeLTAX納付率は
16.9％（ 前年同月 比 ＋４ ％） と なっ た。

・本プロジェクトでは、今後のKPI⽬標として、 2027年３ 月 末の同納付率を目 標30％
とする「ターゲット30 for 2027」を設定。

かながわ電⼦納税推進プロジェクト

【プロジェクトの成果と今後のKPI】



8

Chapter.１

○ かながわ電子 納税推進プロジェ ク ト の１ 年間の実績や取組を振り 返り 、 電子 納税の更なる普及・ 利用
勧奨に向けた今後の⽅針を共有。

【第１部】1周年フォーラム
１．開会挨拶
２．かながわ電⼦納税推進プロジェクト取組実績報告
３．今後の取組発表

・地⽅公共団体より ― 横須賀市
・税務署より ― 横浜中税務署
・金 融機関よ り ― 横浜信用 金 庫
・法人会より ― 神奈川県法人 会連合会
・税理士 会よ り ― 東京地方 税理士 会

【第２部】キャッシュレス納付活⽤セミナー
１．eLTAXに関する基礎知識（地⽅税共同機構）
２．e-Taxに関する基礎知識（横浜中税務署）
３．吉本興業所属芸人さんきゅう倉田氏による

税務のデジタル化に関する講演
４．閉会挨拶

かながわ電⼦納税推進プロジェクト１周年フォーラム

会場の「はまぎん ▶
ホール ヴィアマー
レ」入口の様子

◀地方税共同機構に
よるeLTAXに関する
講演の模様

元国税局員でお ▶
笑い芸人のさん
きゅう倉田氏に
よる講演の様子

8
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Chapter.２ ⼭梨県下⼀⻫納付書レス・キャッシュレス納付推進プロジェクト
2024

○ ⼭梨中央銀⾏は、2022年4月 より 、 山 梨県・ 県内全27市町村・ 県内に本・ 支 店を置く 全金 融機関、
経済機関等との協働による⼭梨県下⼀⻫納付書レス・キャッシュレス納付推進プロジェクトを発足、
納付書レス・ キャ ッ シュ レス納付の普及・ 利用 促進に取り 組んでいる。

○ ３ 年目 を迎える2024年度には、 日 本銀行 甲府支 店が参画し 、 「 オール山 梨 」 と し て一 層深度ある取
り組みが可能な態勢となった。

【プロジェクト参加団体全体での取り組み】
○ プロジェクト参加団体の職員を対象にした電⼦納付（e-Tax・eLTAX）導入サポート研修を実施。

⽇ 時 2024年9⽉4⽇（⽔）10時〜11時30分

内 容

１．「e-Tax」 の利用 状況、 初期設定・ 操作方 法（ 甲府税務署）
２．「eLTAX」 の利用 状況、 初期設定・ 操作方 法（ 山 梨県総務部税務課）
３ ． 山 梨中央銀行 中部地区の取組 〜 マイ スタ ー制度活用 によ る電子

納付の推進 〜（ 山 梨中央銀行 ） ※詳細は次ページ参照

対象者

【地⽅公共団体】
山 梨県、 県内全27市町村
【金 融機関】
山 梨中央銀行 、 日 本銀行 甲府支 店、 甲府信用 金 庫、 山 梨信用 金 庫、 山 梨県
⺠ 信用 組合、 都留信用 組合、 JAバンク山 梨、 みずほ銀行 、 三井住友銀行 、
り そな銀行 、 三井住友信託銀行 、 中央労働金 庫、 ゆう ちょ銀行

【関係団体等】
山 梨県内税務署、 山 梨県法人 会連合会、 山 梨県内法人 会、 甲府商工 会議所、
富士 吉田 商工 会議所、 山 梨県商工 会連合会、 東京地方 税理士 会山 梨県会

▲ 山梨県自治会館 講堂における
導入サポート研修の様子。



10

Chapter.２

【⼭梨中央銀⾏の取り組み】

① マイスター制度活⽤による「e-Tax・eLTAXマイスター」の育成

② 事業者のeLTAX導入の動機付けのため、独自キャンペーンを実施

・ 山 梨中央銀行 の中部地区本部では、 「 マイ スタ ー制度」 を
自 主的に導入 し 、 地区内の秀でた知識・ 技能を有する人
材（＝マイスター）を有効活⽤・シェアリングすることで、
地区全体の業績向上、人材育成につなげる独⾃の取り組
みを実施。

・ 様々なマイスター66名が在席する中、「e-TAX・eLTAXマ
イスター」の５名は、顧客のe-Tax・eLTAXの初期設定を銀
行 員のみで完結するこ と ができ る人 材と し て登録を受けて
いる。マイスターは、他店顧客であってもe-Tax・eLTAX
設定サポート の依頼があっ た場合、 他店の行 員に同行 し 、
初期設定等の導入 サポート を行 う こ と ができ る。

─ マイスター登録人数は、2024年９ 月 ４ 日 時点のも の。

▲ 同キャンペーンリーフレット

⼭梨県下⼀⻫納付書レス・キャッシュレス納付推進プロジェクト
2024

・ 山 梨中央銀行 で初めてe-TaxまたはeLTAXダイレクト納付
の設定を完了し 、 ダイ レク ト 納付し た方 に抽選で、 山 梨の
名産品や食事・体験ができる「ヤマナシカタログ」が当た
るキャンペーンを実施。

・ 期間は、2024年10⽉18日 〜2025年3⽉31⽇。
・ 対象者は、法人および個人事業主。



11

Chapter.２

【⼭梨中央銀⾏の取り組み】
③ ⼭梨県内ファミリーマートの店舗内デジタルサイネージにて、
スマホ納税を促す動画を放映︕
・ 日 常的にコ ンビニを利用 する納税者へキャ ッ シュ レス納付の利便性

をアピールする⽬的で、県内のファミリーマートにおいて、「Fami
lyMartVision」（店舗内の大画面デジタルサイネージ）を活⽤し、
キャッシュレス納税への切替を促す動画を放映する取り組みを実施。

・ コンビニという特性上、個人をメインターゲットに、かつ短時間で
強い印象を与えるため、スマホ納税に特化した内容としている。

・ 頻度は、15秒間の動画を10分に１回放映するもの。
・ 放映期間は、2024年12⽉10⽇から2025年３ 月 31⽇まで。

─ 「FamilyMartVision」 設置店舗は山 梨県内合計38店舗（2024年９ 月 末時点）

▼ 放映動画の絵コンテの一部

⼭梨県下⼀⻫納付書レス・キャッシュレス納付推進プロジェクト
2024

【その他の取り組み】
○ 各種広告媒体を利⽤した外部発信による利⽤促進啓蒙
・ 路線バス内への共通リーフレット設置
・ 新聞広告・デジタルサイネージによる外部発信 等
○ 参画団体・協⼒団体間の連携
・ 税理士 会と の連携によるク ラ イ アント への利用 普及
・ 商工会・法人会各種会合等における会員への普及啓発
・ 電⼦納税普及・促進啓蒙セミナー実施 等
○ 共通パンフレットを使⽤した普及拡大
・ 庁舎・ 金 融機関窓口 等における納税者への提案

▲ 路線バス内に設置した共通リーフレット
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Chapter.３ 北陸３県における電⼦納税推進プロジェクト

○石 川県は、 県内の国税キャ ッ シュ レス納付率が全国１ 位の36.8%
に達し、全国平均の28.1%を大きく上回った。（2023年度、国
税庁調べ）。
― 北國銀行 は、 キャ ッ シュ レス納付推進に向けた行 内勉強会等

の継続的な活動が、 石 川県における国税キャ ッ シュ レス納付率
の高さに繋がっていることなどが評価され、2024年５ 月 30⽇
に実施さ れた「 キャ ッ シュ レス納付推進宣言 式」 （ 事務局国
税庁） において、 国税庁⻑ 官から 感謝状の贈呈を受けた。

○石 川県に留まら ず、 北陸地域全体で国税・ 地方 税におけるキャ ッ
シュ レス納付利用 率をさ ら に高 めていく ため、 北陸銀行 ・ 北國銀
行 ・ 福井銀行 の３ 行 で連携し て取り 組みを実施。

○３ 行 は、 各県の地方 公共団体や金 融機関等の関係者に働きかけ、
2024年8⽉、同時期にキャッシュレス納付を推進する電⼦納税推
進プロジェクトを発足。

○参加団体は、 県や市、 金 沢国税局（ 税務署） 、 税理士 会、 信用 金
庫、商工会など３つのプロジェクトトータルで約120団体が参加。
総務省、 北陸財務局、 日 本銀行 金 沢支 店、 地方 税共同機構が後援
を行 い、 北陸地域全体の電子 納税を一 層推進し ている。
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Chapter.３

画像はCraftMAPより引用

① 来店客への電⼦納税勧奨および操作サポートの実施
・ 来店顧客に対し電⼦納税導⼊に関するサポートの実施
・ 窓⼝サポートのための社員教育を実施
・ 電⼦納税相談会の実施

② 顧客への電⼦納税周知および勧奨利⽤の情報発信
・ ホームページ掲載、SNS配信、情報誌掲載、

チラシ交付・送付

③ プロジェクト推進のための社内調整
・ 営業部門、推進部門、公務担当部門との連携
・ プロジェクト関連予算の確保

④ プロジェクト実施効果の確認
・ プロジェクト⽬標値の設定

（ 納付書枚数、 電子 納税利用 件数など）
・ 参加団体との情報連携

福井県信⽤農業協同組合連合会

農林中央金 庫富山 支 店

【プロジェクト参加⾦融機関の取り組み】

北陸３県における電⼦納税推進プロジェクト
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Chapter.３

① 住⺠や団体会員への電⼦納税周知および推奨利⽤の情報発信
・ ホームページ掲載、SNS配信、情報誌掲載、チラシ交付・送付
・ 取引金 融機関窓口 への電子 納税相談誘導
・ 納付書郵送時のプロジェクトチラシ同封

② 電⼦納税無料相談会、各種セミナーの共催
・ 電子 納税無料相談会を金 融機関と の共催で企画
・ 他セミナー開催時に電⼦納税に関するコマを設定

③ プロジェクト実施のための庁舎内調整
・ 本プロジェクト実施の庁舎内周知、各部署への情報連携
・ プロジェクト関連予算の確保（チラシ印刷・封⼊費、SNS配信画像作成費⽤など）
・ 税務主体としての積極的な電⼦納税推進⽅法の策定
・ 庁舎内での電子 納税利用 （ 職員分住⺠ 税（ 特別徴収） のeLTAX利用 、 源泉所得税のe-Tax利用 ）

（関連団体の場合、税務当局との情報連携）
・ 電⼦納税推進に関する税務当局等、他機関との情報連携
・ プロジェクト関連予算の確保

④ プロジェクト実施効果の確認
・ プロジェ ク ト 実施後の納付書削減枚数、 電子 納税利用 増加数の把握。

【⾦融機関以外のプロジェクト参加者の取り組み】

北陸３県における電⼦納税推進プロジェクト
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Conclusion

Conclusion
本レポートでは、地方 銀行 の取組事例を ３ つ紹介し たが、このほかにも現在、地方 銀行 で は各地で
地公体や関係団体と 協力 し て キャ ッ シ ュ レ ス 納付推進のための施策を 実施し て いる 。これらの事例
からは、キャッシュレス納付は、金 融機関が積極的に関与し 、関係者を 巻き 込んで 納税者の行 動変
容に向けたあらゆる施策を講じることが推進のカギと考えられる。
本協議会は、キャッシュレス納付推進のための施策および効果的な周知・広報に関する企画・立 案
を主要な協議事項の１つとしており、本協議会においても、例えば、参加各主体が好事例を持ち
寄って共同事例集等を作成することにより、金 融機関、地公体、税務署等の現場の参考となる取組
みを検討してはどうか。
加えて、所管省庁におかれては、キャッシュレス納付の旗振り役として、地公体に対し、地⽅税統
⼀QRコードの活⽤を働きかけることにより（必須４税⽬以外への対応、2026年9月 以降の公金 拡大
への対応など）環境整備を行 う ほか、⼀歩踏み込んで、納税者に対するインセンティブの付与や、
金 融機関等によ る キャ ッ シ ュ レ ス 納付の取組みに対し て 補助金 を 交付する と いっ た金 銭面 の支 援に
ついてもご検討いただきたい。

まとめ

以 上


